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4　具体的対応スケジュール

H31.４月の廃園時期と合わせ、条例の一部改正、普通財産への移行手続きを進める。

1　資産利活用の方向性 市有財産として保有

2　当該方向性の理由

当該施設は、清滝小学校の敷地と隣接しており、今後の学校施設の方向性と一体で検討すべき財

産である。

3　資産活用の具体的手法

建物閉鎖。普通財産移管。

適正な維持管理を行う。

解体については、清滝小学校の動向と合わせ時期を調整する。

延床面積　総計（㎡） 414.87

利活用方針

414.87

清滝保育園 木造 1

1969

24 未

清滝幼稚園の認定こども園化をふまえ、当施設は「日光市保育施設整備計画」に基づき、平成３０年度末をもって廃園予定である（今年

度は利用希望がないため休園中）

該当財産名称 主構造 階層 建築年度 耐用年数 耐震 延床面積（㎡）

利用目的

保育園

財産の現状

旧耐震基準の建物であり、老朽化が進んでいる。今後も継続して利用するには建替え等が必要な状況。

財産経過等

所在地 日光市清滝2-9-37 根拠法令

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例

土地情報

敷地面積（㎡） 2,050 所有 市有地 その他

個別資産利活用方針 № 2018-5

財産名称 清滝保育園 担当課 子育て支援課

行政財産

写真等

位置図

写真等

位置図


